
ふるさと納税 控除上限額の目安 
 

○ふるさと納税における税控除（減税）について 

ふるさと納税（寄附）を行うと、寄附金のうち 2,000 円を超える金額について、寄附した

翌年の所得税・個人住民税から一定金額が税控除（又は還付）されます。 

 

○全額控除される寄附金上限額の目安 

課税総所得金額（※１） 所得税率 全額控除される寄附金上限額の計算式 

１９５万円以下 ５％ 所得割額（※２）×２３.５５８％＋２,０００円 

１９５万円超３３０万円以下 １０％ 所得割額×２５.０６５％＋２,０００円 

３３０万円超６９５万円以下 ２０％ 所得割額×２８.７４３％＋２,０００円 

６９５万円超９００万円以下 ２３％ 所得割額×３０.０６７％＋２,０００円 

９００万円超１,８００万円以下 ３３％ 所得割額×３５.５１９％＋２,０００円 

１,８００万円超４,０００万円以下 ４０％ 所得割額×４０.６８３％＋２,０００円 

４,０００万円超 ４５％ 所得割額×４５.３９７％＋２,０００円 

課税総所得金額（※１）は、サラリーマンの方であれば、源泉徴収票における「給与所得控除

後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた額。確定申告では、「課税される所得

金額」の欄が目安。  課税総所得額（※１）の 10%が所得割額（※２）となります。 

 

 

 

 

 

所得割額は市民税の所得割額と県民税の所得割額の合計 

Ｅ＋Ｆ＝Ｄ（所得割額） 
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市民税の所得割額 県民税の所得割額 

所得割額（※２）の求め方 特別徴収税額通知書から 



 

詳細な計算の考え方 

 

 

適用 

下限額 

２,０００円 

【所得税の控除額】 

（ふるさと納税額－２,000円）

×所得税率（５％～40%） 

※上限：総所得金額の４０％ 

【住民税の控除額】 

（ふるさと納税額－2,000 円）

×１０％ 

※上限：総所得金額の３０％ 

【住民税の控除額】 

 （ふるさと納税額－2,000円） 

×（90％－所得税率） 

 

○上限額の計算式について 

 

控除上限額 ＝ （所得割額（※1）×20%）÷ （90％－所得税率（※2）×1.021） ＋2,000円 

 

※寄附を行う時点では所得割額及び所得税率は確定していないため、計算式はあくまで目安

となります。実際の控除額は寄附した年の所得に応じますので、ご注意ください。 

また、実際に控除される額は適用下限額 2,000 円を除く金額となります。 

 

（※１）所得割額…課税総所得額の 10% 

（※２）下記の表から該当する所得税率を当てはめてください。 

所得割額の２割を限度 

適用下限額 

控除外 

 

控除額 

 


